
眷－私道の車両通行・掘削－

私道（いわゆる２項道路）所有者が、近隣

土地所有者による同私道の車両通行や、同私

道を掘削して上下水道の本管及びガス管を継

続して使用していることについて、土地所有

権侵害による損害賠償を請求した事案におい

て、請求の一部が認容された事例（東京地裁

平成22年３月23日判決　ウエストロー・ジャ

パン）

１　事案の概要

被告宅建業者Ｙ１は、平成20年４月28日、

分筆前の本件土地３を買受け、同年５月21日、

これを本件土地２ないし４に分筆を行った。

Ｙ１は、平成20年６月20日、甲市長に対し、

本件土地２及び３を敷地として建物を新築す

るに当たり、本件土地１において排水取出し

工事をして本件土地１の掘削及び占有をする

ことに関して、将来、本件土地１の所有者と

問題が生じた場合には、誠意をもって解決に

あたる旨の念書を作成、提出した。また、Ｙ

１は、同月24日、甲市水道事業管理者に対し、

上記建物を新築するに当たり、本件土地１に

おいて給水取出し工事をして本件土地１の掘

削及び占有をすることに関して、将来、本件

土地１の所有者と問題が生じた場合には、誠

意をもって解決にあたる旨の念書を作成、提

出した。

被告Ｙ２及びＹ３は、平成21年１月15日、

Ｙ１から、①Ｙ２の共有持分を５分の３、Ｙ

３の共有持分を５分の２として、本土地３を、

②Ｙ２の共有持分を10分の３、Ｙ３の共有持

分を５分の１として、本件土地４の合計２分

の１の共有持分を、③本件土地３上の建物を、

それぞれ買い受けた。

原告Ｘは、近傍に所有する宅地の道路付け

を改善する目的で、平成21年５月20日、売買

により本件土地１他の私道等の所有権を、同

土地の相続人から取得した。そして、同年７

月23日、Ｘは訴外の４名に対し、本件土地１

の各持分６分の１を売り渡した。

そのような経緯があって、原告Ｘは、被告

Ｙ１らに対し、Ｙ１らは、Ｘ所有の本件土地

１を車両で通行し、同土地を掘削して上下水

道の本管及びガス管を継続して使用している

と主張して、同土地所有権侵害による損害賠

償に基づき、Ｙ１らが連帯して、200万円及

びこれに対する遅延損害金をＸに対して支払

うことを求めて訴訟を提起した。

２　判決の要旨

裁判所は、次のとおり判示した。

盧　Ｘは本件土地１を、平成21年５月20日買

い受け、所有権を取得し、同年７月23日以降

は３分の１の持分を有しているところ、Ｙ１

は、本件土地２の所有権及び本件土地４の２

分の１の共有持分を所有し、Ｙ２及びＹ３は、

本件土地３及び本件土地４の各共有持分を所

有して、Ｘが本件土地１の所有権を取得した
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最近の判例から 

建築基準法42条２項の私道を隣接土地所有者らが車
両の通行等で利用する行為は共同不法行為にあたる
として、私道所有者の請求が一部認容された事例



同年５月20日以降も、Ｘに無断で、本件土地

１を自動車で通行し、本件土地１に埋設され

た上下水道管を継続的に使用しているものと

認められる。Ｙ１らの上記行為は、Ｘの土地

所有権を侵害するものとして、不法行為を構

成するものと認められる。そして、Ｙ１らの

上記不法行為の態様に照らすと、Ｙ１らの不

法行為はＸに対する共同不法行為となるもの

と解される。

盪　Ｙ１らは、本件土地１が建築基準法のい

わゆる２項道路であることを根拠に、本件土

地１における上記行為は違法でない旨主張す

るものと解されるが、２項道路であることか

ら直ちに、本件土地１に隣接する土地所有者

が、本件土地１を自由に使用することができ

るとはいえず、他にＹ１らが本件土地１を使

用する権限を有することを認めるに足りる証

拠は存しないから、Ｙ１らの主張は採用でき

ない。

蘯　Ｙ１らは、平成21年５月20日以降、本件

土地１を継続使用しているものであるが、①

本件土地１に隣接する土地の所有者等は、Ｘ

と話し合って、各自30万円で本件土地の共有

持分をＸから買受けた上で、本件土地１を使

用していること、②Ｘが本件土地１を取得し

た日以降のＹ１らの本件土地１の使用期間

は、約８か月であること、③Ｘは、本件土地

１の土地を取得してから約２か月後に持分合

計３分の２を売却し、以後は３分の１の持分

しか有していないこと、④Ｙ１らが本件土地

１を掘削したのは、Ｘらが本件土地１を取得

する前であると認められることを考慮する

と、Ｙ１らの上記不法行為と相当因果関係の

あるＸの損害額は10万円が相当である。

３　まとめ

本判決は、私道の２項道路に共有持分等を

有さない隣接土地所有者である被告らが、私

道を車両で通行し、私道に埋設された上下水

道を継続的に使用する行為は、私道所有者の

土地所有権を侵害するものとして不法行為を

構成し、私道を使用する被告らの上記行為は

私道所有者に対する共同不法行為に当たると

判示した。なお、被告らは原審の敗訴部分を

不服として控訴したが、棄却されている（東

京高裁平成22年８月26日）。

一方、私道所有者の権利主張を否定した事

例としては、私道の所有者からの近隣土地所

有者等に対する通行禁止請求等が棄却された

事例（東京地裁平成19年２月22日 RETIO68

号）や、２項道路の私道所有者に対する鉄柱

等の撤去請求が認容された事例（東京地裁

平成19年２月13日 RETIO71号）等がある。

いずれにしても、宅建業者が私道に面する

土地を売却や媒介する場合は、自動車の通行

承諾や掘削承諾、各種承諾料の有無等につい

て、私道所有者への確認・調査等が必要とな

ることを再認識しておきたい。
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